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くこと」、「住まい」、「食事と栄養」、「コミュニケーション」

等が挙げられます。各テーマは１セッションで終了ではなく、

下位の細かいテーマを設定することで体系的に進めていく方

針です。時間は、日中活動の約２時間の枠で１セッションを

行います。現状では勤務体制の関係上、不定期での実施となっ

ています。支援員は２名以上が参加し、司会進行役と記録役

等の分担を行います。

Ⅳ．結果
　PLTで実際に行った１テーマについて紹介します。テーマ

「住まい」に下位テーマ「グループホームの見学」と設定し、

到達目標は「グループホームを見学する・見学の振り返りを

する」と設定しました。まず、住まいについての講義を行い、

グループホームの実際の写真を見ながら理解を深めました。

次に、実際にグループホームの見学に向かい、帰寮してから

振り返りを行いました。結果として、地域移行に向けてグルー

プホームのイメージが具体化できたようで、「よくわからな

い」という不安が払拭された様子がうかがえました。

Ⅴ．課題
　現状での課題とその対応策を２点挙げます。まず、「グルー

プワークの円滑な進行が難しい」という課題です。対応策と

して、ワーク中の時間管理への留意や実施計画の事前準備を

入念に行うことや、到達目標やテーマを明示して「今日はど

んなワークを行うか」をわかりやすく参加者に提示すること

等が挙げられます。次に、「参加者の自発的で積極的な参加

を促す必要がある」という課題です。対応策として、司会進

行役の支援員はファシリテータ（調整役）として機能し、中

立的で客観的な立場を崩さないことや、個々の発言を丁寧に

傾聴し率直な発言がしやすい雰囲気を作ること、参加者が興

味・関心と当事者意識を持って参加できるテーマを設定する

こと等が挙げられます。

Ⅰ．はじめに
　はばたき・ひなた寮の日中活動で、今年度６月中旬より

取り組んでいるグループワークについて紹介します。はじめ

に、このグループワークはSST等の認知行動療法を参考にし

た寮のオリジナルの内容であることと、現状はあくまで試行

中でありプログラムとして作成段階のものであることを予め

ご理解いただきたいと思います。また、グループワークの開

始にあたり、このグループワークを『PLT（ポジティブ・ラ

イフ・トレーニング）』と名づけました。これは、参加した利

用者と支援員とで意見を出し合って決めました。（以下、こ

のグループワークについてはPLTと表記します。）

Ⅱ．目的
　PLTの実施に至った背景として、はばたき・ひなた寮利用

者の社会生活経験や認知の偏りが原因と考えられる、対人関

係や社会生活適応の不自由さが挙げられます。また、アセス

メントをくり返すうちに各利用者の個人的な課題にいくつか

共通の課題があると支援員側が気付いたことも背景として挙

げられます。そのため、グループワークを通して体験を伴う

知識や考え方を獲得することや、テーマの内容について自身

の考えを整理したり、他者の意見を聞き入れたりすることで

自己変容を図ることをPLTの主な目的としています。

Ⅲ．方法
　PLTの方法としては、参加している利用者の生活上の課題

を中心にテーマと到達目標を設定し、グループワークを行う

形式を採用しています。また、日常生活とは切り離した学習

の時間であることを強調し、自由な発言を引き出しつつも一

定のルールを設けています。例えば「性」のテーマに関して

は、①PLT以外では話さない・秘密を守る（秘密保持）、②

相手を否定しない・尊重する（他者受容）、③振り返りをす

る（内省）、④嘘をつかない（自己開示）という４つがルー

ルです。その他現在実施しているテーマとして、「仕事と働
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平成30年度　調査・研究の成果についての報告
̶ 国立のぞみの園　紀要　第12号より ̶

研究部研究課研究員　岡田　裕樹

１．日中サービス支援型共同生活援助の実施に向
けたグループホームの実態調査

　共同生活援助の新類型として、2018年４月より「日中サー
ビス支援型共同生活援助」が創設されたことを鑑み、先行研
究の検討を行うと共に、全国のグループホーム運営事業所を
対象としたアンケート調査を実施しました。
　その結果、この新類型が期待されている役割は、①重度化・
高齢化が進んで、現状のグループホームでは適切な支援が受
けられなくなった利用者の移行先、②身体的・医療的な支援
の必要度が高いグループホーム退所者が、再度利用する場合
の受け皿及び、③障害者支援施設に入所していて、地域移行
が困難な高齢・知的障害者の地域の住まいとしての位置づけ
等であることがわかりました。

　国立のぞみの園では、平成30年度に11の調査・研究を行いました。このうち、８は厚生労働科学研究費、障害者総合福

祉推進事業、社会福祉推進事業等の補助金による研究で、残りの３は園内での研究です。どのテーマも現在の障害者福祉

に係わる内容で、少しでも支援に寄与できるよう実施しているものです。今回は、その調査・研究をまとめた「国立のぞ

みの園　紀要　第12号」のダイジェストをご報告させて頂きます。なお今年度よりこの紀要は電子媒体としてのみ、国立

のぞみの園のホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。

２．共同生活援助、施設入所支援、宿泊型自立訓
練、居宅介護支援事業所における自立生活援
助に関する実態調査

　2018年４月より新たに創設された自立生活援助について
の実態把握と効果の検証を目的とし、都道府県、政令市、中
核市を対象とした指定状況のアンケート調査と、指定事業所
を対象としたサービスの実施状況、利用者の状況等について
のアンケート調査を実施しました。
　その結果、指定事業所が１カ所もない自治体が過半数であ
ること、指定事業所は約150カ所であること、利用者は精神
障害、知的障害の人が大半で、定期訪問、随時通報を受けた
訪問の頻度や支援の内容など、障害特性に応じた支援が行わ
れていることがわかりました。

３．重度訪問介護の訪問先拡大に関する支援、利
用状況等についての実態調査

　2018年４月より医療機関に入院する際の支援が可能と
なった重度訪問介護について、対象拡大したサービスの実態
把握と効果の検証を目的とし、サービス提供事業所や知見の
ある障害者団体等を対象にヒアリング調査を実施しました。
　その結果、サービスを活用することによって入院が円滑に
進んだ事例もある一方で、「サービスについての周知の不足」
や「医療機関側の対応の格差」など、入院時の利用に際して
様々な課題があることがわかりました。

４．重度障害者等包括支援事業のサービスの利用
実態調査

　重度障害者等包括支援事業がはじまって10年が経過した現
在でも、全国で指定事業所数が26事業所と増えておらず、
利用者も毎年30 〜 40人前後で推移しています。本研究は、
この制度の改善が求められる課題を明らかにすることを目的
に、実際にこの制度で支援を行っている６事業所を対象にヒ
アリング調査を実施しました。

国立のぞみの園　紀要　第 12 号　表紙
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　その結果、改善が求められる課題として、①利用者の判定
基準、②事務作業経費、③報酬単価、④制度の認識の４点が
挙げられることがわかりました。

５．都道府県・政令指定都市・中核市における生
活介護・就労継続支援Ｂ型事業所の評価につ
いての実態調査

　生活介護、就労Ｂ型の各自治体における状況について把握
することを目的とし、全国の都道府県、政令市、中核市を対
象に、自治体が実施した実地指導・監査の結果や、地域から
寄せられる生活介護、就労Ｂ型に係る問い合わせ等について
アンケート調査を実施しました。
　その結果、事業所単位では基準省令の遵守、利用者の権利
擁護や利用者個々の特性に合わせた支援等が、地域単位では
障害ある人たちのニーズに即した社会資源やサービスの在り
方の検討が重要であることが示唆されました。

６．強度行動障害支援者養成研修の研修カリキュ
ラム及び研修運営に関する実態調査

　強度行動障害支援者養成研修のカリキュラム改善の必要性
や運営上の課題を明らかにした上でカリキュラム改定案及び
運営マニュアル案を作成することを目的として、全都道府県
の研修担当者に対してアンケート調査を行いました。
　その結果、基礎研修において「経験年数の浅い受講者に
も理解しやすい内容にすべき」というニーズや研修修了後の
フォローアップのニーズが高く、のぞみの園として各地で行
われている独自の取り組みについて、今後も積極的に発信し
ていく必要があることがわかりました。

７．重度障害者等の地域生活における潜在的な要
支援状況に対する市区町村担当者による現状
把握の実際

　重度障害者等の虐待の早期発見や権利擁護の視点から、「重
度の障害者手帳を所持しているが福祉サービス等を利用して
いない住民を自治体はどのように把握しているか」を明らか
にするため、全国の市区町村にアンケート調査を、さらに先
駆的な取組みを行っている36自治体にヒアリング調査を行い
ました。
　その結果、現状把握をしている自治体は33.7％あり、デー
タの突合以外にも保健師等による戸別訪問や協議会等との連
携、調査等を通し、丁寧なアプローチをしている自治体があ
ることがわかりました。

８．当事者が矯正施設入所中から行う地域生活定
着支援センターの支援の実態調査

　地域生活定着支援事業がはじまり10年となることを受け、
本研究では地域生活定着支援センターの、①業務に関する先
行研究の検討、②全国の実態調査、③ヒアリング調査を行い
ました。

　その結果、定着支援センターの主な業務を下支えしている
のが内部の体制構築、地域支援ネットワーク構築であると考
えられ、定着支援センターの評価にあたっては、従来から用
いられている量的指標に加えて、内部の体制構築及び地域の
支援ネットワーク構築等の質的指標を用いることが必要であ
ることがわかりました。

９．重度知的障害者における健康増進プログラム
の実施とその効果について −実施後１年を
経過しての状況報告−

　のぞみの園では、利用者の日中活動による運動習慣の継続
を目的に、健康増進プログラムを導入し、５年にわたり効果
の検証をおこなっています。
　現時点では、一定量の運動を継続して行え、かつ簡単なコ
ミュニケーションが図れる利用者を対象に、身体機能や精神
機能の変化を評価したところ、身体機能では顕著な変化はみ
られなかったものの、精神機能では様々に活性していること
がわかりました

10．障害者支援事業所における食事場面の支援困
難事例について −群馬県内の対象者数の把
握と支援事例の収集—

　食事場面での偏食や服薬拒否、盗食、早食い等の行動につ
いて、障害者支援事業所における利用者、支援の状況の把握
や支援事例の収集を目的とし、事業所の支援者を対象にアン
ケート調査を実施しました。
　その結果、環境設定や利用者との関わり方の工夫など、利
用者本人を取り巻く環境へのアプローチが共通的に実践され
ており、行動の改善にも概ね有効であることが示唆されまし
た。そのため、本人の様子をアセスメントして支援の検討の
継続が重要であることがわかりました。

11．知的障害者の認知症の早期発見に向けて
　　−知的障害者用認知症判別尺度（DSQIID）

の２年間の結果の比較から−
　認知症の診断を受けている重度知的障害者30名の2017年
と2018年のDSQIIDの結果を分析し、重度知的障害者の認知
症の早期発見の効果的な方法を検証しました。
　その結果、年１回のDSQIID実施が大切であること、更に
は「情緒が不安定になる」「今までにできていたことができ
なくなる」「活力が低下した印象を受けるようになる」「動作
が緩慢になる」といった項目で変化が見られやすいため、そ
れらのことを職員が意識しておくことにより、重度知的障害
者の認知症の発症に早期に気づけることがわかりました。

国立のぞみの園ホームページ
https://www.nozomi.go.jp

調査・研究  ⇒  調査研究報告・テキスト  ⇒  紀要
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Ⅰ．“追体験 ”により
　　本人に有用な手掛かりを見出す
　自閉スペクトラム症がある方は、話し言葉での受信・発

信に不器用さがあったり、時間感覚や空間認識が独特であっ

たりするなどの特有の認知特性があるため、話し言葉を中

心としたコミュニケーションで相互理解を図ったり、時間

感覚の共有や暗黙のルールを前提とした協調性を求められ

たりする枠組みのもとでは混乱したり、苦労して疲弊した

りしがちです。

　そういった特性と環境のミスマッチを背景に、様々な不適

応症状をきたすことも少なくありません。環境とのミスマッ

チを解消するために、自閉スペクトラム症の特性を踏まえ

た支援の工夫として視覚的構造化などが有用であることが

広く知られるようになり、家庭や学校、福祉施設など、様々

な場面で取り入れられています。しかし様々な工夫を実践

している現場でも「カードを使ってスケジュールを示した

りして視覚的な支援をしているのに問題行動がよくならな

い」ということを外来で相談されることが多々あります。

　スケジュールは本来、“本人が”次の予定を具体的に認識

する手掛かりとして自ら活用するものです。しかし、スケ

ジュールが提示されていたとしても、支援者側が自分たち

の意図や把握している予定を、ただ話し言葉での説明の代

わりに視覚情報を用いて示した、という形になってしまっ

ていることがあります。本人はどのような視覚情報に注目

しやすく活用できるのか（具体物、写真、イラスト、文字等々）

が吟味されることなく一律に“カード”が用いられていたり、

どのくらい先まで見通せるのかが把握されないまま一度に

たくさんの予定が示されていたり、一つの予定が終わった

時に次の予定を認識できるようスケジュールに立ち戻る仕

組みがなかったりというようなことがあると、たとえ形式

的には一連の流れとして示されているスケジュールであっ

ても、本人が自らの行動の手掛かりとして一貫して使用す

るものにはなりません。本人がそのような状況下にあると

いうことを“追体験”できれば、（たとえスケジュールが形

式的に示されていても）本人は見通しが立たず不安・苦痛

を感じ、パニックになりやすい混乱した心理状態に陥って

しまうことも納得できます。また、具体的な見通しがもて

ない状況下で、自らのこだわりに基づいた本人独自の“秩序”

（ルーチン・見通し）を確立してなんとかやり過ごしている

ことを“追体験”できれば、周囲からのはたらきかけを自

分の“秩序”を乱すものとして時に認識し、混乱してしま

うこともあり得ることが納得できます。

　視覚的構造化などの手法は、支援者側の困り感が減るか

どうかの効果を判定する対象ではなく、あくまで自閉スペ

クトラム症がある本人・当事者にとって、他者と安定して

共存していけるような具体的な見通しを認識し行動してい

くための手掛かりです。初めから一日分、一年分の見通し

を確立することは難しいかもしれません。「次」の見通しと

　前回、「“追体験”で子どもに寄り添う」というテーマで記事を書きました。子どもへの関わりという文脈を主とした内容で

したが、『本人・当事者の視点・筋道に立ってものを考える』という意味では、子どものみならず、あらゆる年代への対人援

助において重要で基本的な視点ではないかと日々の臨床で実感しています。今回はとくに発達障害のある方への臨床場面で

のテーマを例に挙げ、本人・当事者の視点・筋道に立って治療・支援のありようを考えることの大切さを私自身が実感して

いることについて書いてみたいと思います。
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してどんな情報が手掛かりとして有用かというところから、

本人の行動をよく観察し“追体験”しながら吟味し、工夫

を積み重ねていくことが大切だと感じます。“追体験”によ

り本人の視点から現在の支援状況を見直すことで、手詰ま

りに感じていた現状に具体的な改善の余地がまだまだある

ことに気づかされることをよく経験します。

Ⅱ．“追体験 ”により
　　本人に有用な薬物療法を具体化する
　自閉スペクトラム症のある方の衝動性、注意欠如・多動

症（ADHD）の諸症状、その他、睡眠障害や不安症状など様々

な精神・行動上の症状に対して薬物療法が用いられること

があります。

　種々の不適応行動が薬物療法導入を検討するきっかけ、理

由になることが多いですが、不適応行動に対して“消火活動”

的なイメージで薬物療法に期待したり導入したりすること

は慎まねばならないと考えています。目に見える不適応行

動はあくまで氷山の一角であり、水面下にはそれにつなが

る様々な要因が潜んでいるとまず見立てる必要があります。

　また、「自閉スペクトラム症だから衝動性が高い」「ADHD

だから落ち着きがなく不注意」という診断・症状レベルの

因果関係でとどまるのではなく、結果としての行動やそれ

に至るまでの経緯について、本人がどのように感じ、体験

していたのかということを具体的に“追体験”するよう努

めることが重要だと感じています。たとえば信頼していた

担当者が交代になり、新しい担当者との関わりの中でこれ

までとの違いに戸惑っているとか、行事によるイレギュラー

な予定変更での負担に加え特定の活動を失敗する可能性に

対して不安が強く衝動行為が出現しやすくなっているとか、

失敗体験や注意・叱責を受けることの積み重ねから自己評

価が低く意欲が続かず多動や不注意を悪化させているとか、

できるだけ具体的に、しかし根拠を持って（本人の認知特

性や、行動観察による事実の積み重ねなど）“追体験”します。

そうすることで、本来必要な心理社会的アプローチの意義

や方向性があらためて明確になり、補助的な手段としての

薬物療法について、何をターゲットとしてどのように活か

すのかを具体化することができます。そしてこのようなプ

ロセスは医療だけでは実現困難であり、家族や本人に関わ

る支援者、関係者からの情報提供や話し合いなどの協力を

得ることで可能になります。

　また、服薬導入のタイミングやプロセスについても、“追

体験”に基づいて本人にアプローチしていくことが重要で

す。とりわけ子どもの診療で注意していることですが、薬

を処方することは「問題の要因はあなた自身にある」とい

うネガティブなメッセージになる危険性があり、自己評価

の低下にもつながりかねないということです。「あなたには

不適応行動があるから飲まなくてはならない」のではなく、

“追体験”に基づいて本人なりの努力や苦労をねぎらい、本

人の苦痛を軽減したり、成功体験につながりやすくするこ

とを目的とした本人自身が選択できる一手段として、薬物

療法を提案することを心がけています。

Ⅲ．おわりに
　“追体験”により『本人・当事者の視点・筋道に立って考

えること』は、スローガン・モットーのような扱いで終わっ

てしまっていては意味がありません。“追体験”はあくまで

「手段」であり、本人・当事者への関わりや支援の具体的な

工夫につなげ、結果的に本人・当事者の心理的充足や生活の

質の向上という「目的」を果たしていくことで「手段」と

しての価値がようやく発揮されるのです。また、支援者個

人の決めつけ、価値観に偏ったプロセスでは適切な“追体験”

には至りません。本人に関わる複数の支援者同士で話し合

い、試行錯誤を積み重ねながら、適切な“追体験”を共有し、

本人・当事者に有用な支援に結び付けていきたいと思いま

す。
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共に生きる

Column

　国立のぞみの園では、平成20年度より矯正施設を退所した知的

障害者の受け入れを行い、自立した地域生活が出来るよう支援し

ています。２年間の有期限利用を前提とし、令和元年９月１日ま

でに42名の利用者を受け入れ、36名の方が地域移行・退所となっ

ています。（図１）

　移行・退所先の内訳については（図２）となっていますが、グ

ループホームへの移行が多く、全体の42％を占め、アパートでの

単身生活が14%となり、グループホームやアパートでの生活を希

望せず入所施設へ移行された方も11%ほどいます。また、地域移

行とは異なりますが、のぞみの園の入所中に犯罪行為に至り矯正

施設へ再入所した方も11%おります。全体としての入所期間は、

平均すると約13 ヶ月ほどの利用で移行となっています。この期間

に地域での生活を目標に、生活訓練や本人のアセスメントを行い、

関係機関と情報を共有し、本人に適した地域移行が可能となるよ

うに支援しています。また、移行先は本人の希望をもとに、ほと

んどが出身県に戻ることとなっていることから、コーディネート

は地元の相談支援事業所及び地域生活定着支援センターが中心と

なって取り組んでいただいております。

　のぞみの園で移行先が決定するまでの取り組み、及び利用者の

状況に合わせた取り組みついて報告させていただきます。

Ⅰ．グループホームへの移行の取り組み
　グループホームへの移行の手順は、まずグループホームの見学

を行い、本人の了承を得てから宿泊体験を行います。宿泊体験も

生活支援部特別支援課　はばたき・ひなた寮長　悴田　　徹

数日から始め、１週間へと宿泊日数を増やし、グループホームで

の生活に慣れることや職員とのコミュニケーションを図ることを

目的としています。宿泊体験の際には、日中活動の場も併せて体

験出来るように取り組んでいます。また、移行先を見据えて、簡

単な調理の練習や服薬の管理など、個人の状況に合わせて対応が

可能となるよう日常的に支援を行っています。

Ⅱ．アパートへの移行の取り組み
　アパートへの移行については、まずアパートの見学を行います。

複数候補がある場合はすべて見学を行い、本人が選択出来るよう

支援します。具体的には公共交通機関があるか、近所にスーパー

などの店があるのか、さらに、日中活動先に通えるかも重要なポ

イントになります。それらを本人に提示しながら総合的に検討し、

アパートを決めることとしています。アパートが決定してからの

取り組みは、金銭管理・食事（調理）・服薬管理・緊急時の対応を

中心に検討し、支援を行います。金銭管理で社会福祉協議会の日

常生活自立支援事業の活用や自己管理を含め、本人を交え関係機

関と相談し決定します。食事に関してはホームヘルプ等福祉制度

の活用や自分で調理を行うことを考えます。自分で調理を行うこ

とを想定した場合、支援員と１日分の食事の金額とメニューを決

め、朝・昼・夕の食材を購入し調理を行います。その後は調理す

るレパートリーや日数を伸ばすこと、保存方法の確認を行います。

服薬管理については、入所中は支援員の管理で服薬を行うことを

基本としていますが、アパートでの生活を想定した際には本人管

理になります。薬を飲まないで生活を続けた時のリスクを話し合

い、自己管理が可能となるよう練習に取り組みます。まずは１日

分の薬を本人に預け、服薬後に確認を行います。その後日数を伸

ばし取り組みを行います。最後に緊急時の対応を確認します。緊

急時の対応も複数想定されますが今回は病気についてお話ししま

す。移行時については「かかりつけ医」を指定します。本人との

確認では、日中具合が悪ければ受診し、夜間については救急車を

呼ぶことや相談支援事業所及び地域生活定着支援センターの職員

に連絡を取ることの確認を行います。

Ⅲ．終わりに
　冒頭にご紹介しましたように、これまで多くの利用者が地域移行・

退所を行っています。移行後、のぞみの園を訪れ、順調に地域での

生活を行えていると報告をしてくれる方もいれば、病院に入院となっ

たり、再犯に至り矯正施設へ再入所された方もいます。のぞみの園

としては、移行後もフォローアップを継続的に行い、必要に応じ支

援会議へ参加するなど、地域での生活が順調に行われるよう努めて

います。

地域移行の取り組み

図 1．毎年度の受け入れ及び退所者数　　　　　　　（R1.9.1 現在）

年　度
20
21
22
23
24
25
26

受入者数 退所者数 年　度
27
28
29
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31
計

2
3
4
1
6
3
4

0
3
2
3
5
2
2

5
5
3
5
1
36

4
5
3
7
0
42

受入者数 退所者数

図２．移行先・退所先

アパート
14％

通勤寮　８％

GH･CH
42％

自宅　５％

入所施設
11％

宿泊自立　３％
無料定額宿泊所　３％

精神科病院　３％
矯正
11%
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のぞみの園 ふれあいゾーンだより

“はばたけ　のぞみ　れいわの空へ”
　をスローガンに　10月19日（土）10：00～15：00　のぞみの園を会場に開催いたします。

　ステージイベントは「高崎頼政太鼓」「ナープアレイフラ教室フラダンス」「高崎市等広域消

防局音楽隊」「よさこい演舞」「ウクレレ演奏　みちくさKids」「超速戦士G-FIVEショー」が

出演予定です。メインストリートには飲食物の販売店やフリーマーケット等が賑やかに並びま

す。その他、施設内見学ツアー、利用者や地域の方の作品展示、福引き等、たくさんのイベン

トをご用意してみなさまのご来場をお待ちしています。

　晩夏から初秋にかけてのふれあいゾーンは、木々のみどりが徐々に秋の装いの準備を始めま

す。のぞみふれあいフェスティバルが開催される10月中旬頃には、こがね色やあかね色に華や

かに染まり、自然豊かなのぞみの園の秋をお楽しみいただけます。

ふれあい香りガーデン
パンパスグラス

ふれあい彩り広場から見た管理棟前のいちょうの木

第 17回 のぞみふれあいフェスティバル開催のお知らせ第 17回 のぞみふれあいフェスティバル開催のお知らせ
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I N F O R M A T I O N

強度行動障害支援事例検討会
フォローアップ研修

① コ ー ス／・高齢知的障害者支援コース（本年度の受付は終了しました）

　　　　　　・行動障害者支援コース（本年度の受付は終了しました）

　　　　　　・矯正施設を退所した知的障害者支援コース

　　　　　　・発達障害児支援コース

②期　　日／平成31年４月～令和２年３月（随時受入）

③場　　所／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

④募集案内／現在募集中です。当法人HPをご覧ください。

Ⅲ 国立のぞみの園支援者養成現任研修

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／東京会場：令和元年 11月６日（水）

　　　　　　京都会場：令和２年１月 17日（金）

③場　　所／東京会場：大田区産業プラザ

　　　　　　京都会場：京都テルサ

④定　　員／東京会場：70名

　　　　　　京都会場：70名

⑤募集案内／現在募集中です。当法人HPをご覧ください。

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／令和２年２月 13日（木）～14日（金）

③場　　所／新大阪丸ビル別館

④定　　員／140名

Ⅱ

Ⅰ

非行・犯罪行為に至った知的障害者を支援し続ける
人のための双方向参加型研修会（実践者向）

研修・養成

　のぞみの園では、障害福祉や保健医療に従事する皆さまに対して、全国の障害者支援施設

や関係機関などで課題となっている「高齢の知的障害者等への支援」や「著しく行動障害等

を有する者等への支援」、「矯正施設等を退所した知的障害者への支援」、「発達障害児・者等

への支援」などをテーマに取り上げ、支援の現場で役立たせていただくために、下記の研修

会やセミナーなどを開催します。

　皆さまのご参加をお待ちしております。

【お申し込み・お問い合わせ先】
国立のぞみの園　事業企画部研修・養成課
　　　　　　　　　　　　　　　　研修係
TEL027-320-1357　FAX027-320-1368

　一般の方および学生（個人・団体）のボランティアを募集しています。ご興味、ご関心のある方は、下記までご
連絡ください。できること、得意なこと、してみたいことなど、ご希望のボランティア活動を探すお手伝いをさ
せていただきます。

お問い合わせ先／国立のぞみの園　事業企画部
　　　　　　　　　研修・養成課養成係　TEL 027-320-1322

ボランティア募集
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I N F O R M A T I O N

○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
短期入所・日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提
供しています。
TEL.027-320-1388 【診療部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けてい
ます。
TEL.027-320-1327 【診療部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520 【事業企画部相談支援係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働い
ている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生等の受入のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○ボランティアの受入、施設見学について

　ボランティアの受入や施設見学等のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のお支払い方法

　刊行物をご購入いただいた際のお支払いにつきまして、お客様の利便性を図るため、ゆうちょ銀行の取扱いを始め
ます。
　振込口座などの詳細は、同封の用紙をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりま
した場合には、新しい送付先名等をFAXやE－メールなどで事務局あてにご連絡をいた
だけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。
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